
酸素の購入価格の届出 

保険医療機関は、当該年の 4 月 1 日以降の診療に係る費用の請求に当たって用いる酸素の単価並びにその算出

の根拠となった前年の 1 月から 12 月までの間に当該保険医療機関が購入した酸素の対価及び酸素の容積を、当

該年の 2 月 15 日までに地方厚生局長に届け出る必要があります。 
 酸素の購入価格の届出が必要か、下記のフローチャートでご確認ください。 

 

 

項番３　その他の「種類欄」にＣＥまたはＬＧＣと記入して
ください

項番３　その他の「種類欄」に大型ボンベまたは小型ボンベと
記入してください

項番３　その他の「購入業者名」に、「種類」毎の購入業者名を記入してください

各病室へ配管で送る設備
となっている場合

可搬式ボンベに液化酸素
を充填して使用する場合

３，０００リットル超のボンベ
の場合

３，０００リットル以下のボン
ベの場合

定置式液化酸素貯槽(Ｃ
Ｅ)欄へ記入してください

可搬式液化酸素容器（Ｌ
ＧＣ)欄へ記入してください

大型ボンベ(3,000㍑超）欄へ
記入してください

小型ボンベ(3,000㍑以下）欄
へ記入してください

酸素の購入価格に関する届出書（別紙様式２５）の項番
１及び項番３へ記入してください

酸素の購入価格に関する届出書（別紙様式２５）の項番
２及び項番３へ記入してください

酸素の種類を選択してください

液化酸素（液体充填） 大型ボンベ・小型ボンベ（気体充填）

定置式 可搬式

酸素の届出に関するフローチャート

酸素を購入したことがある

在宅酸素療法又は歯科技工用として購入

酸素を購入しているが保険請求は行わない 酸素の届出は必要ありません

前年１月から１２月の間に購入した
前々年以前に購入又は
当該年１月以降に購入

はい

いいえ

はい

はい

いいえ

はい

いいえ

いいえ

充填量の合計を記入してください。

（ボンベの大きさ別には記載しないでください）

注１：埼玉県内の保険医療機関は、指導監査課へご提出ください。

（送付先 ：埼玉県さいたま市中央区新都心2番地1 さいたま新都心合同庁舎 検査棟 2階）
注２：種類の異なるボンベを同月に購入した場合は、大型ボンベと小型ボンベに分類し、それぞれ合計の購入量及び購入金額を記入してください。

注３：購入対価には、消費税を含めてください。また、購入価格には、ボンベ本体の容器代は含みません。酸素のみの金額を記入してください。

充填量の合計を記入してください。

（ボンベの大きさ別には記載しないでください）


